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１ 目指す学校 

（１） スクール・ミッション 

   思いやりの心を持った社会的なリーダーの育成を目標に、互いの基本的人権を尊重し、豊かな人間性と高

い見識、幅広い視野を培い、自立と共生の精神を養います。６年間の体系的な教育課程、発達段階に応じた

体験的な学習、異年齢集団による特別活動や地域連携、国際理解教育といった教育活動を通じて、世界には

ばたく社会的リーダーを育成します。 

  

（２） スクール・ポリシー 

①グラデュエーション・ポリシー 

（ア） 高い倫理観をもって自他の基本的人権を尊重する精神を培い、妥協なき文武両道を目指すことで

日本の伝統を守りつつ国際社会に貢献し、平和で人間性豊かな社会を構築する人材を育てる。 

   （イ） 全ての学習活動を通して、より広く、より深い高度な学力を習得し、的確な判断力や考察力、先

を見据える先見性を高める。 

   （ウ） 他者との関わりを大切にし、共生社会の実現を目指すため、特に学級、ホームルーム活動、生徒

会活動、学校行事、部活動、ボランティア活動や地域との連携を積極的に行うとともに、多くの体

験活動等を通して、協働の精神や思いやりの心をもつ豊かな人間性を養う。 

②カリキュラム・ポリシー 

（ア） 数学・英語では習熟の程度に応じた少人数指導やティーム・ティーチングを実施するなど、生徒

一人一人のニーズに的確に対応した指導を行う。 

   （イ） 「文化科学Ⅰ｣、｢自然科学Ⅰ｣、「探究」等の「その他特に必要な教科」や「学校設定科目」を展

開し、基礎学力等を確実に身に付けさせ、論理的思考力や豊かな情操の形成に重点を置いた特色あ

る教育を行う。 

   （ウ） 「文化科学Ⅱ」（公民分野）では、財務省、三鷹市選挙管理委員会、東京都税理士会、弁護士会

等と連携し、国家財政・模擬選挙・模擬議会・模擬裁判といった主権者・消費者教育を重視し、そ

の推進を図る。 

  （エ） ＩＣＴ機器を積極的に活用し、遠隔授業への対応、反転授業の取り入れを各教科で実施し、その

成果を紀要にて発表する。 

   （オ） ＳＤＧsへの取組を教材として、問題や現象の背景の理解、多面的かつ総合的なものの見方などの

体系的な思考力やクリティカルシンキング（代替案の思考力・質問力）の力を身に付けさせる。 

  （カ） ＪＥＴやＡＬＴを活用した英語授業の充実やオンライン英会話、英語検定の受検、英語学習発表

会の実施などにより語学力の向上を図るとともに、その語学力を更に向上させるため、海外修学旅

行などにおける交流の機会を設定する。 

③アドミッション・ポリシー 

   （ア） 思いやりの心をもった社会的リーダーを目指す生徒 

   （イ） 学習と特別活動・部活動を両立し、限界までチャレンジする生徒 

   （ウ） 全ての教科を意欲的に学習する生徒 

   （エ） 高い目標をもち最後まで努力する生徒 

   （オ） 全ての面において自主的、意欲的に取り組む生徒 

 

２ 中期的目標と方策 

（１）自己実現力を身に付けさせる。 

自己の将来の在り方・生き方を見据え、６年間の計画的・継続的なキャリア教育を通して、自己実現に向

けた目的意識をもたせる指導を行う。そのためには、「総合的な学習の時間」及び「総合的な探究の時間」

を「人生設計学」とし、体系的な学習を行う。また、校外学習・遠足・研修旅行については、日本の産業や

風土、伝統や歴史を理解できるよう系統性をもたせ、海外修学旅行につなげていく。課題解決学習、論文作



 

成、プレゼンテーション等を通して情報処理能力、将来設計能力、意思決定能力を育成する。学校設定教科

「探究」及び「総合的な探究の時間」を中心に、様々な体験的学習や探究活動を行う。それにより、自己の

将来の在り方・生き方についての目標を設定させ、明確な目的意識をもって理想の大学・学部等を選択する

力を育てるとともに、幅広いキャリア教育を展開し、将来、社会のリーダーとしてどのように社会貢献して

いくのかといった視点をもたせる。 

（２）高い倫理観、豊かな人間性を持った人材を育成する。 

「人生設計学」や「人間と社会」、「探究」、ボランティア活動や「学校２０２０レガシー」の活用を通

して、高い倫理観や豊かな人間性をもった生徒を育成する。 

学校行事やホームルーム活動、委員会活動などの特別活動や部活動を重視し、高い倫理観、６学年にわた

る異年齢集団の中で他者を理解し尊重する態度、豊かな人間性のもとリーダーシップと思いやり、自主・自

律の精神を養う。また、時間を守ること、挨拶の励行、礼儀正しい態度や身だしなみ、集団生活でのマナー

を身に付けさせることなど、きめ細かい生活指導を通して、規律ある生活習慣を確立し、社会性、協調性、

規範意識などを育成する。 

（３）グローバルに活躍できる人材を育成する。 

言語能力を高め、国際理解教育の推進を図り、グローバルな視野を持ち国際社会においてリーダーとなる

ことができる生徒を育成する。 

国際交流、校内留学、海外ボランティア研修、講演会など、様々な国際的体験を蓄積することにより国際

社会でリーダーとして活躍できるグローバル人材を育成する。ＪＥＴやＡＬＴを活用した授業の充実や、英

語検定（４技能）への挑戦、英語学習発表会の実施などにより語学力の向上を図る。地域の特性を生かし、

文化・科学・産業・歴史等についての学習活動や職場体験、地域人材を活用した取組など、地域社会との連

携により、日本の産業、科学技術、伝統文化への理解を深めさせる。 

（４）高度な情報化社会に適応できる人材を育成する。 

Society5.0への対応として、学校生活全般においてＩＣＴ機器を活用した教育を進めていく。電子教科書

を用いた授業のほか、学校行事（校外学習）、食育、保護者との相互通信による連携強化などに活用の途を

拡充し、東京都教育委員会指定の「ＴＯＫＹＯ教育ＤＸ推進校」として、全都立学校で活用できる授業モデ

ルづくりを推進する。また、ＩＣＴ機器を活用した成果については、ホームページやＰＴＡ広報誌等を通し

て積極的に発信する。 

（５）高い学力と優れた自己発信力を持った人材を育成する。 

学習内容の編成・授業の組み立ての工夫や、指導内容の系統化を図り、６年間を見通した意図的･計画的な

教育を展開し、各学年で必要な学力の基準を定め、基礎・基本を徹底して定着させる。同時に、発達段階に

応じた発展的で深化した内容や、文系・理系の区別なく実験・実習・観察・見学等の体験的・探究的な学習

を取り入れ、生徒が学問に強く興味・関心・意欲をもつことができる良質な学習活動を行う。また、継続的

な読書活動やプレゼンテーション能力を高める教育活動を更に推進する。 

また、生徒の文脈を理解し、教科・科目の本質を突き、生徒の興味・関心を喚起する授業改善、個別最適

な学びと協働的な学びを一体的に充実させ、主体的・対話的で深い学びを実現する授業改善に取り組む。 

（６）常に開かれ、組織的、効果的な学校経営を確立する。 

開かれた学校づくりを推進し、全ての授業の公開や募集活動、ウェブページなどを通して教育活動を積極

的に発信して、地域社会からの評価を受け、改善へとつなげる。また、主幹経営会議を中枢に据え、企画調

整会議により組織化を推進し、教科、分掌、学年の連携を強化し、学校運営の効率化を図る。働き方改革に

基づき、勤務の在り方を検証し、ライフ・ワーク・バランスを考慮した効果的、効率的な業務の遂行及び年

次有給休暇の積極的取得に取り組む。 

個人情報の保護・管理を確実に行う。 

若手職員に適切な指導・助言を行い、人材育成を図る。 

 

３ 今年度の取組目標と方策 

（１）教育活動の目標と方策 

① ６年間を見通した教育課程の編成と特色ある教育を推進する。（学習指導・授業改善・教務） 

（ア）意図的・計画的な教育課程の編成・管理 

６年間を見通した意図的・計画的な教育課程を編成するとともに、全教科・領域における体験的・探

究的学習の推進のもと、学習内容の組み立てを工夫し、指導内容の系統化を図る。特に、高度な進路目

標を持たせ、その実現に向けて全教職員が一枚岩となって取り組む。数学・英語では習熟の程度に応じ

た少人数指導やティーム・ティーチングを実施するなど、生徒一人一人のニーズに的確に対応した指導

を行っていく。「文化科学Ⅰ｣、｢自然科学Ⅰ｣、「探究」等の「その他特に必要な教科」や「学校設定科



 

目」を展開し、基礎学力等を確実に身に付けさせ、論理的思考力や豊かな情操の形成に重点を置いた特

色ある教育を行う。「文化科学Ⅱ」（公民分野）では、財務省、三鷹市選挙管理委員会、東京都税理士

会、弁護士会等と連携し、国家財政・模擬選挙・模擬議会・模擬裁判といった主権者・消費者教育を重

視し、その推進を図る。 

（イ）高い学力の定着と変化の激しい時代に対応する授業改善 

本校の生徒として身に付けるべき学力の基準として設けた「三鷹スタンダード」を一層充実させ、目

標達成を図る。三鷹スタンダード委員会と教科・学年が連携し、発達段階に応じて生徒一人一人の学力

を見極め、統一感のある指導を行う。 

また、生徒の文脈を理解し、教科・科目の本質を突き、生徒の興味・関心を喚起する授業改善や、個

別最適な学びと協働的な学びを一体的に充実させ、主体的・対話的で深い学びを実現する授業改善の取

組を行い、その成果を紀要に掲載する。 

（ウ）持続可能な社会づくりに向けた教育・活動の推進 

ＳＤＧsへの取組を教材として、問題や現象の背景の理解、多面的かつ総合的なものの見方などの体系

的な思考力やクリティカルシンキング（代替案の思考力・質問力）の力を身に付けさせる。また、情報

を分析し活用する能力、系統的な学校行事の実施による進路決定能力やコミュニケーション能力、発信

力を身に付けさせる。 

② 将来の在り方・生き方を見据えた、系統的・継続的キャリア教育を行う。（進路指導） 

（ア）キャリア教育 

キャリア教育全体計画に基づき、総合的な探究の時間「人生設計学」を中心に、将来、「社会のリー

ダーとしていかに社会に貢献していくのか」といった視点から幅広いキャリア教育を展開する上で「探

究」については、ＰＴによってキャリア教育の中心的役割を果たせられるよう体系化する。第１・２学

年（ファーストステージ）において、第一次産業の体験、職場見学・職場体験及び校外学習等の体験的

学習や教科「探究」における調査・研究活動を取り入れることにより、生徒の職業観・勤労観を高め、

将来の目標となる職業を考えさせる。第３・４学年（セカンドステージ）では、大学訪問を実施するな

ど生徒の学ぶ意欲を引き出し、高度な学問研究に魅力を感じさせるとともに、教科「探究」において自

分が追究していきたい分野を考えさせる。また、第５・６学年（サードステージ）では、先行するステ

ージで培った力を基礎として自分の将来を考えさせ、その進路を実現するための大学選択や自分の進む

道について研究を行うとともに、いずれのステージでも論文を作成し、その成果をまとめるとともに、

発表の場を設定する。 

（イ）講習・補習の充実 

放課後や長期休業日を活用した講習・補習の目標を明確化し、その充実を図る。特に、前期課程では

基礎学力を確実に身に付け、発展応用する学力を育成するため、月曜補習の講座数を確保し、その内容

の充実を図るとともに、長期休業日中における補習との連携を図る。また、後期課程では、生徒一人一

人の進路実現が可能となる大学受験に対応した高い学力の習得を目指し、第４・５学年の勉強合宿や長

期休業日中における補習の体系化及び自習室の充実を図る。さらに、授業期間における受験に向けた補

習の充実、自習室の利用率向上、チューターやオンライン講座などの有効活用により、高い学力の獲得

を図る。 

  ③ 規範意識を高め、発達段階に応じた生活指導を充実させ、心身の健康維持も図る。（生活指導） 

（ア）基本的生活習慣の確立 

時を守る、場を清める、礼を尽くす、といった集団生活でのマナーを身に付けさせることに対しきめ

の細かい生活指導を行う。 

（イ）社会性、協調性、規範意識の育成 

学校生活のあらゆる場面で社会のリーダーとしての資質である「勤労」「責任」「思いやり」の態度

を道徳教育及び「人間と社会」と連動させることで身に付けさせ、社会性、協調性、規範意識の育成を

図る。特に、学校行事や学級・ホームルーム活動、生徒会委員会活動などの特別活動及び部活動では、

集団の中で、自らが身に付けるべき資質・能力を明確にし、他者を理解して尊重する態度、思いやりの

心と自主・自律の精神を養う。 

（ウ）防災教育 

地域消防署等と連携した宿泊防災訓練での上級救命講習の受講、年間を通じた避難訓練・防災訓練、

東京防災ノート等の活用を通して生徒の防災意識を高め、防災支援隊等を組織して地域に貢献するな

ど、災害時に自助・共助の精神をもって社会貢献できる生徒の育成を図る。 

  （エ）食育指導 

給食委員会を活用した食育指導を行い、健康管理能力の伸長を図るとともに、ＩＣＴ機器を活用した



 

食育の実践を積極的に行う。 

  （オ）安全教育（いじめ防止、交通安全、自殺防止対策） 

スクールカウンセラーを中心とした校内の相談体制を組織するとともに、心身の健康の維持に関する

研修会を開催するなど指導体制の充実を図る。いじめを防止及び早期発見するため、生徒からの聞き取

り調査を複数回実施し、実態を把握するとともに、速やかに対策を講じる。精神科医を講師とした校内

研修などを通して、学校における自殺対策に資する教育の実施（ＳＯＳの出し方に関する教育の推進）

や、自殺や自殺関連事象等に関する正しい知識の普及を推進する。また、ＳＮＳなど通信機器の適切な

使用について、教員研修を行うとともに、その適正な使用についての生徒指導を充実させる。 

後期課程における自転車での通学については、校門指導や交通安全指導において極力ヘルメットを着

用させる指導を行い、重点的に指導していく。 

  （カ）日本の理解 

日本の伝統・文化を理解させるため、第１・２学年の校外学習では、協働の精神を培うとともに、日

本の自然や産業について、体験活動を通して深く理解する。第３学年から第６学年で行われる研修旅

行、校外学習（遠足）や修学旅行等を通して、日本の歴史や伝統・文化を理解し、その成り立ちや背景

を考察する態度を身に付けさせる。 

体験的学習では、事前学習や事後学習を充実させることで、自ら課題意識をもった学習となるよう工

夫する。その際、ＩＣＴ機器を活用し、日本の伝統・文化や自然環境の良さを確実に認識させ、その良

さを国際社会に発信できる姿勢を育てていく。 

  （キ）部活動 

部活動では加入率９０％以上を維持し、運動部・文化部ともに能動的に活動して成果を確実にあげる

とともに、社会貢献する活動を行い、地域に親しまれ、信頼される集団となるよう指導する。 

前期課程の部活動の地域移行については、「都立中学校等の部活動における地域連携促進事業」を活

用して、前期課程の男女硬式テニス部において一部試行し、その成果や課題を検証する。 

④ 国際理解教育を推進し、グローバルな視野の育成を図る。（国際理解教育） 

国際社会に通用する人材を育成するため、他国の生徒を招いての国際交流、海外からの留学生（大学・

大学院生）を招いての校内留学、アメリカ合衆国、ニュージーランドにおける海外ボランティア研修、国

際社会で活躍する人材による講演会などを実施する。また、ＪＥＴやＡＬＴを活用した英語授業の充実や

オンライン英会話、英語検定の受検、英語学習発表会の実施などにより語学力の向上を図るとともに、そ

の語学力を更に向上させるため、海外修学旅行などにおける交流の機会を設定する。（「ＧＥ－ＮＥＴ２

０」）そのため、読書活動の推進や、書評合戦などによるプレゼンテーション能力、語学力、言語能力の

向上を図る。 

オリンピック・パラリンピック教育を通じて、共生社会の実現を図るとともに、日本の良さを世界にア

ピールできる資質・能力の定着を図っていく。（「オリンピック・パラリンピック教育アワード校」） 

⑤ ＩＣＴ機器を活用した幅広い教育活動を展開する。（授業改善） 

（ア）授業改善 

オンライン学習デーへの対応を図るとともに、ＩＣＴ機器を活用した主体的・対話的で深い学びを実

現する授業改善を各教科で実施し、その成果を紀要にて発表する。 

また、学習指導では、電子教科書等の積極的導入を図り、主体的・対話的で深い学び（ＡＬ）を取り

入れた授業展開を図り、家庭と連携して家庭学習やその進度の確認などを行っていく。 

（「ＴＯＫＹＯ教育ＤＸ推進校」） 

（イ）授業以外でのＩＣＴ機器の活用 

生活指導では、生活時間の適正化とともに食育に力を入れ、食生活の改善指導を充実させるととも

に、不登校やけがの防止に努めていく。校外学習などの特別活動や部活動におけるＩＣＴ機器を活用し

た新しい指導事例を蓄積していく。感染症対策の一環として学活・ホームルーム活動においての活用を

図る。 

 

（２）学校経営の目標と方策 

① 校内組織体制を充実する。（学校経営・教職員のライフ・ワーク・バランス） 

主幹経営会議や企画調整会議を学校経営の中枢と位置付け、経営企画室の経営参画をより一層充実させ

るとともに、校内組織体制を確立し、予算編成を中心に組織の一体化をはかる。 

外部評価により教育活動を繰り返し検証することで、常に最大限の教育効果を引き出し、全教職員の力

量が発揮できる組織体制を整備しながら費用対効果を考え、自律的改善を促進する。校内研修や校外にお

ける研修により、変化する教育内容に対応できる力を教職員に身に付けさせるとともに、各教職員のライ



 

フ・ワーク・バランスを考え、就業時間の短縮と年次有給休暇取得の促進を図る。 

  ② 業務の効率化を図る。（学校経営・教職員のライフ・ワーク・バランス） 

    ＩＣＴ機器を活用し、ペーパーレス会議により業務の効率化を図る。また、テレワークの導入を図る。 

 

（３）今年度の具体的目標 

① 学習指導 

（ア）前期課程の月曜補習は１５講座以上開講し、年間１８週以上実施する。 

（イ）前期課程及び第５学年では、夏季休業日中に１週間の補習週間（２０時間）を実施する。また、第６

学年を中心とした講習・補習講座を各長期休業日中に合計１００講座以上実施する。さらに、第４学

年、第５学年では長期休業日中に２泊３日の勉強合宿を実施する。 

（ウ）校内研修会を年間２回以上、授業研究を年間１２回以上実施する。 

（エ）年間１８回以上の授業公開と年間１回の道徳授業地区公開講座を実施する。 

② 生活指導・生徒相談活動 

（ア）学校事故発生件数０を目指す。 

（イ）セーフティ教室を年間２回、安全指導を年間１２回（避難訓練・防災訓練４回を含む）実施する。 

（ウ）生徒相談連絡会を年間４回実施する。 

（エ）部活動加入率を９０％以上とする。 

（オ）自殺予防対策として、専門的知識を身に付け、生徒のサインを見逃さないようにするため、専門家を

講師として招聘した校内研修を年間１回以上実施する（ＳＯＳの出し方に関する教育推進）。また、企

画調整会議（職員会議も同様）において管理職からＳＯＳの出し方に関する教育を推進する内容の情報

提供を行う。 

（カ）体罰の禁止についての教員研修を行う。 

③ 進路指導 

（ア）共通テスト実受験者を９８％以上とする。 

（イ）難関国立大学（東大・京大・東工大・一橋大・医学部医学科）志望生徒のグループを形成して受験対

策を行い、現役合格者数を１２人以上とし、うち東大合格者数を３名以上とする。また、現役国公立大

学合格者数を５５人以上、合格させる。 

（ウ）難関私立大学（早大・慶大・上智大・東理大）志望生徒のグループを形成して受験対策を行い、現役

合格者数を１３０人以上とする。 

（エ）ＧＭＡＲＣＨ（学習院大・明大・青学大・立大・中大・法大）現役合格者数を２７０人以上とする。 

（オ）第６学年についてケース会議を年４回以上実施するとともに、前期課程では第３学年で、後期課程で

は年間複数回の模擬試験及び結果検討会を実施する。 

（カ）ファースト、セカンド、サードステージの各発表会をＩＣＴ機器等を活用し、それぞれ年１回開催す

るとともに、全員の論文を冊子にまとめ発表する。 

（キ）第３・４学年において、学年による大学訪問をそれぞれ年１回実施するとともに、夏季休業日中にオ

ープン・キャンパス訪問を行う。 

（ク）延べ６０社以上の事業所と連携し、第１学年で職場見学、第２学年で職場体験をそれぞれ年１回実施

する。第２学年においては、職場体験やＳＤＧｓについて考察したステージ論文の発表会を開催する。 

④ グローバル人材の育成 

  感染症対策により、安全安心が確保できる状況の場合、以下の目標を設定し、実施不可能な場合は代替

措置を講じる。 

（ア）海外高校生等を招いての国際交流を年３回以上実施する。（「国際交流リーディング校」） 

（イ）校内留学を冬季・春季休業日中にそれぞれ３日間実施し、参加生徒を６０人以上確保する。 

（ウ）海外ボランティア研修を春季休業日中にアメリカ合衆国・ニュージーランドにおいて実施し、参加生

徒数を計７０人以上とする。 

（エ）第５学年において海外修学旅行を実施し、海外における学術的交流を１日実施する。 

（オ）前期課程修了時点における英検準２級以上の取得率を８０％以上とする。 

（カ）後期課程は、全員ＧＴＥＣ（Ａｄｖａｎｃｅｄ）４技能試験を受験、第４学年修了時にＣＥＦＲ－Ｊ

においてＢ１－１が６０％、第５学年修了時にＢ１－２が６０％、第６学年卒業時ではＢ１－２が７

０％に到達させる。 

（キ）海外姉妹校との交流の一環として、台湾からの短期ステイを実現する。（「国際交流リーディング

校」） 

（ク）海外からの留学生（大学・大学院生）に、日本の伝統・文化や歴史について英語で説明しながら東京を



 

散策する東京グローバル遠足を、第６学年の学年行事として実施する。 

⑤ 特色ある教育活動、上記以外の指定校・推進校の取組 

   基本計画に則り、教育活動の特色化を図るとともに、生徒に体験的学習をより多角的に行わせ、東京都教

育委員会事業の成果を検証する。 

（ア）第１学年から第４学年まで朝読書を毎日実施し、生徒一人当たりの年間読書冊数を最低２５冊以上と

するとともに、図書館の年間利用者数を１０，０００人以上、貸出冊数を１０，０００冊以上とする。 

（イ）教科ごとに電子教科書の活用について指導結果報告を一つ以上作成し、個人では、反転授業、遠隔授業

の授業実践報告を行い、冊子として刊行する。 

（ウ）模擬選挙（第３学年「社会」）、憲法出前授業・税務教室・模擬裁判員体験・財務教育プログラム（第４

学年「文化科学Ⅱ」）などの特別授業を、弁護士会・税務署・財務省など外部機関と連携し、それぞれ年

１回実施する。 

（エ）書評合戦（第１学年「文化科学Ⅰ」、第４学年「国語総合」）を実施し、全国大会に出場する。 

（オ）「算額」及び統計の基本を学ぶ。（第２学年「自然科学Ⅰ」） 

（カ）科学の甲子園において１０位以内に入賞する。ＪＡＸＡ等との連携による特別講座年１回以上実施する

とともに、科学的施設視察１回以上実施する。（地域企業、ＪＡＸＡ等との連携） 

（キ）ファーストステージにおいて職場体験やＳＤＧｓについて考察したこと、セカンドステージにおいて学

術的な初歩研究、サードステージにおいて持続可能な社会づくりに関する論文（未来構想図）を作成する

とともにポスターセッション等の発表会を実施し、全生徒の論文を冊子として記録・保存する。（前期課

程「探究」「総合的な学習の時間」、後期課程「総合的な探究の時間）」） 

（ク）スポンサード・ウォークとして、「拝島」駅から本校まで、歴史や環境問題等を考えながら歩き、自ら

課した目標の達成感を味わわせるとともに、体力の向上を図り、完歩した際は、慈善活動団体等に寄付す

るチャリティー活動に取り組む。（第３学年 学年行事） 

（ケ）「学校２０２０レガシー」を活用し、特にパラスポーツを通して特別支援学校との連携を深めることで

スポーツとの多様な関わり方を学び、体力向上を図る。また、「エンジョイスポーツプロジェクト指定校」

として、外部機関と連携し、生徒の多様なニーズに応える運動機会や、健康的な生活習慣の実践を促す機

会を設定し、その効果検証を行う。加えて、「体育健康教育推進校」として一人１台端末等を活用した新

学習指導要領に基づく体育科・保健体育科の授業モデル等の開発を進める。 

⑥ 学校経営、業務の効率化、教職員のライフ・ワーク・バランス 

（ア）募集対策 

㋐ 感染対策に万全を期しながら、学校見学会・説明会への参加者数を延べ５，０００人、授業公開へ

の参加者数を延べ２，１００人以上とする。 

㋑ 授業公開の土曜日にミニ学校説明会を各日２回実施する。 

㋒ 応募倍率を６．０倍以上とする。 

（イ）若手教員を中心に、授業や特別活動、分掌業務に関する２人一組のＯＪＴを、３組以上実施する。 

（ウ）企画調整会議、職員会議等の会議をペーパーレス化するとともに全ての教員が電子起案を実施する。 

（エ）全ての職員が夏季休暇の完全取得、管理職は年１５日以上、教員は年１０日以上の年次有給休暇を取得

する。（ライフ・ワーク・バランスの推進） 

（オ）全ての教職員が完全休養する学校閉庁日を５日以上設ける。（週休日及び年末年始の閉庁日を除く） 

  （カ）学校設定教科「探究」及びステージ論文作成のため、ＰＴを編成し効果的な研究活動を行う。 

  （キ）「ＴＯＫＹＯ教育ＤＸ推進校」のため、ＰＴを編成し効果的な研究活動を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

数値目標一覧 

項 番 項目 目標数値 

① （ア） 前期課程の月曜補習 １５講座以上開講、年１８週以上実施 

（イ） 前期課程及び第５学年の補習 

第６学年を中心とした講習・補習講座 

第４学年・第５学年の勉強合宿（２泊３日） 

夏季休業日中１週間の補習週間（２０時間）実施 

長期休業日中に合計１００講座以上実施 

長期休業中実施 

（ウ） 特別支援教育に関する校内研修会 

ＩＣＴ教育に関する校内研修会 

授業研究 

年間２回以上 

年間２回以上 

年間１２回以上 

（エ） 授業公開 

道徳授業地区公開講座 

年間１８回以上 

年間１回 

② （ア） 学校事故発生件数 ０件 

（イ） セーフティ教室 

安全指導 

年間２回 

年間１２回（避難訓練・防災訓練４回を含む） 

（ウ） 生徒相談連絡会 年間４回 

（エ） 部活動加入率 ９０％以上 

（オ） 自殺予防対策 専門家の講師による校内研修を年間１回以上 

③ （ア） 共通テスト実受験者 ９８％以上 

（イ） 現役難関国立大学・医学部医学科合格者 

現役国公立大学合格者 

１２人以上（東大３名以上） 

５５人以上 

（ウ） 現役難関私立大学合格者（早慶上理） １３０人以上 

（エ） 現役ＧＭＡＲＣＨ合格者 ２７０人以上 

（オ） 第６学年ケース会議 

後期課程における模擬試験及び結果検討会 

年４回以上 

各回実施 

（カ） 各ステージ論文作成・発表（⑥(ｷ)同様） 各１回 

（キ） 第３、４学年大学訪問 

夏季休業日中のオープン・キャンパス訪問 

年１回 

１回以上 

（ク） 第１学年職場見学 

第２学年職場体験 

延べ６０社以上の事業所連携 

職場見学・体験各年１回 

職場体験発表会 

④ （ア） 海外高校生等招聘による国際交流 年３回以上 

（イ） 校内留学 参加生徒１６０人以上 

（ウ） 海外ボランティア研修 春季休業日中ＮＺにて実施 

参加生徒３０人以上 

（エ） 第５学年海外修学旅行 海外における学校交流１日 

（オ） 英検準２級以上の取得率（前期課程修了時） ８０％以上 

（カ） 後期課程、全員ＧＴＥＣ（Ａｄｖａｎｃｅｄ） 

４技能試験の受験 

（ＣＥＦＲ－Ｊに換算） 

第４学年修了時 Ｂ１－１：６０％ 

第５学年修了時 Ｂ１－２：６０％ 

第６学年卒業時 Ｂ１－２：７０％ 

（キ） 姉妹校交流の充実 短期ステイの実施 

（ク） 東京グローバル遠足 第６学年実施 

⑤ （ア） 朝読書 

図書館年間利用者数 

年間貸出冊数 

毎日実施・１年間２５冊以上 

１０，０００人以上 

１０，０００冊以上 

（イ） ＴＯＫＹＯデジタルリーディングハイスクール

（ＴＯＫＹＯ教育ＤＸ推進校）事業 

Ｃ４ｔｈログデータの活用、電子教科書活用等 

（ウ） 模擬選挙（第３学年「社会」） 

憲法出前授業・模擬裁判員体験 

（第４学年「文化科学Ⅱ」） 

税務教室（第４学年「文化科学Ⅱ」） 

財務教育プログラム（第４学年「文化科学Ⅱ」） 

三鷹市選挙管理委員会と連携した授業１回以上 

東京弁護士会と連携した授業１回以上 

 

税理士会と連携した授業１回以上 

財務省と連携した授業１回以上 

（エ） 書評合戦 

（第１学年「文化科学Ⅰ」、第４学年「国語総合」） 

全国高校ビブリオバトル出場 

全国中学ビブリオバトル出場 

（オ） 「算額」（第２学年「自然科学Ⅰ」） 全国的なコンテスト出品上位入賞 



 

（カ） 科学的思考力の向上（理数研究校） 

 

ＪＡＸＡ等との連携による特別講座年１回以上 

オリンパス株式会社との連携による次世代教育授

業年１回以上 

科学的施設視察１回以上 

科学の甲子園１０位以内入賞 

（キ） キャリア教育の充実・ステージ論文作成・発表 第１・２学年（ファーストステージ） 

職場体験とＳＤＧｓについて考察論文 

第３・４学年（セカンドステージ） 

学術的な初歩研究論文 

第５・６学年（サードステージ） 

持続可能な社会づくりに関する論文 

全ステージ全員分の論文集作成 

（ク） スポンサード・ウォーク（第３学年実施） 全員完歩・寄付金納付 

（ケ） 「学校２０２０レガシー」の活用 特別支援学校との連携年３回 

パラスポーツ体験学習 

⑥ （ア） ㋐学校見学会・学校説明会参加者数 

授業公開参加者数 

㋑ミニ学校説明会 

㋒応募倍率 

延べ５，０００人以上 

延べ２，１００人以上 

授業公開の土曜日 

６．０倍以上 

（イ） 若手人材育成ＯＪＴ 初任者２名、２年次２名とその指導教員をペアと

して実施 

（ウ） ペーパーレス会議 

電子起案 

年間実施（Ａ４判８万枚削減） 

電子起案実施率１００％ 

（エ） 夏季休暇取得 

年次有給休暇取得 

全教職員完全取得 

管理職１５日以上・教職員１０日以上 

（オ） 学校閉庁日 ５日間設定 

⑦ （ア） 今年度の具体的項目（重点項目）に記載のない事項 

 


